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姶良市農業委員会総会議事録（１月） 

 

１．開催日時 平成３０年１月３１日（水） 午後１時３０分～４時３５分 

２．開催場所 蒲生総合支所 本館２階 大会議室  

 

農業委員  出席委員（１９人） 

 

 

欠席委員 なし 

 

 

農地利用最適化推進委員  出席委員（１２人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠席委員 なし 

 

３．議事日程 

１．         議事録署名委員の指名 

２．         会議書記の指名 

３． 議案第  １ 号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決定について 

４． 議案第  ２ 号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について 

５． 議案第  ３ 号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について 

６． 議案第  ４ 号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について 

７． 議案第  ５ 号 非農地証明願について 

８． 議案第  ６ 号 農地あっせん申出（売渡・貸付希望）について 

９． 議案第  ７ 号 農地あっせん申出（借受希望）について 

１番 

２番 

３番 

４番 

５番 

６番 

７番 

８番 

９番 

１０番 

松元 信道 

森  洋一 

岩元 律子 

野元 幸雄 

夏田  恒 

今西  馨 

本村 正一 

坂元 廣幸 

小長野  誠 

川島 兼次 

１１番

１２番

１３番

１４番

１５番

１６番

１７番

１８番

１９番

内村 洋昭 

西  泰行 

堂前 澄男 

今村 逸子 

内甑 達也 

松尾 博好 

瀬尾 幹男 

市薗 由美子 

米迫 愼二 

１番 

２番 

３番 

４番 

５番 

６番 

池端 隆志 

新屋敷 幸一 

中村 政芳 

柳迫 勝美 

犬童 博子 

宇都 和義 

７番

８番

９番

１０番

１１番

１２番

白尾 親昭 

牧野田 隆平 

大重 孝司 

上福元 克己 

松元 健一 

湯 博信 
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10．議案第  ８ 号 農地中間管理事業にかかる農地利用集積計画（貸借）の意見決定

について 

11. 議案第  ９ 号 農地の利用状況調査に係る非農地決定について  

12．        農地あっせんの経過報告 

13.         農用地利用集積計画（貸借）の合意解約報告 

14.                 その他 

             

４．農業委員会事務局職員 

  

  事務局長 

振興係長 

振興係主査 

農地係長 

農地係参事補 

農地係主任主査 

加治木農林水産係長 

姶良農林水産係長 
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事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

姶良市農業委員会総会議事録（平成３０年１月） 

（大会議室に全員着席） 

 

姿勢を正してください。 

 

一同礼。 

 

〔１．総会の通告〕 

 

ただいまから、平成２９年度第１０回姶良市農業委員会総会を開会い

たします。 

ただいまの出席農業委員は１９名中、１９名で、定足数に達しており

ますので、総会は成立しております。 

  

会務報告 

 

それでは、会務報告について、事務局よりお願いします。 

 

資料により説明 

 

 議事録署名委員の指名 

 

議事日程に入ります。 

それでは、日程第１、議事録署名委員の指名について、姶良市農業委

員会会議規則第１７条第２項に規定する議事録署名委員ですが、議長か

ら指名させていただくことにご異議ありませんか。 

 

『異議なし』 

 

それでは、３番委員、４番委員にお願いいたします。 

 

会議書記の指名 

 

つぎに、日程第２、会議書記の指名について、本日の会議書記には、

事務局職員の○○係長と○○主査を指名いたします。 

 

これからの議案の審議では、農業委員会法第３１条の規定の議事参与

の制限により、農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその

配偶者に関する事項については、その議事に参与することができないと

なっておりますので、該当する事案の委員は、審議開始から終了までの

間、退席をお願いします。関係議案、終了後に入室・着席していただき

ます。 

 なお、この規定では、委員本人の方々の事案については、事務局で把
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議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

握できますが、それ以外の親族等については、把握ができませんので、

申し出ていただき退席等よろしくお願いいたします。 

 

議案第１号 

 

それでは、日程第３、議案第１号農用地利用集積計画（貸借）の意見

決定について議題に供します。 

１番から２２番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第１号農用地利用集積計画（貸借）の意見決定につい

てご説明いたします。総会資料は、１ページでございます。こちらは、

農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地の利用権の設定で

す。農業委員会にて審査決定後、市長がこれを公告することにより、利

用権の効力が発生いたします。 

公告日は１月３１日、契約の始期は２月１日をそれぞれ予定いたして

おります。 

契約年数につきましては、３年間が６件、５年間が８件、６年間が１

件、９年間が１件、１０年間が６件で、合計２２件となっております。

面積につきましては、合計５０，４５１㎡となっております。農用地利

用集積計画（貸借）の内容につきましては、総会資料の２ページから６

ページにございますので、ご確認頂きたいと思います。ここで一か所訂

正をお願いします。４ページの１３番、貸人の自治会が中福良ではなく

隈原でございましたので、訂正方お願いします。 

なお、総会資料の５ページ１９番が８番委員、２０番から２２番まで

が５番委員の関連する議案となっております。こちらにつきましては、

農業委員会等に関する法律第３１条の規定、議事参与の制限に基づき、

議案の採決に参加できませんので、よろしくお願いします。 

以上、第１号議案の説明を終わります。 

 

 それでは、１番から１８番までについて質疑に入ります。 

ただいまの事務局からの説明について、質疑のある方は挙手をお願い

します。 

 

[質問、意見なし]  

 

それではお諮りいたします。 

議案第１号農用地利用集積計画（貸借）の意見決定についての１番か

ら１８番までについて、原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手

をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第１号農用地利用集積計画（貸借）の意見決定
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委 員 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

についての１番から１８番までについては、原案のとおり決定いたしま

した。 

なお、議案第１号１９番については、議事参与制限により、関係者が

いらっしゃいますので、個別案件で質疑し、採決いたします。 

１９番の関係者、８番委員の退席をお願いします。 

 

（８番委員退席） 

 

それでは、１９番について質疑に入ります。質疑のある方は挙手をお

願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。議案第１号１９番について、原案のとお

り決定することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第１号農用地利用集積計画（貸借）の意見決定

について、１９番については原案のとおり決定いたしました。 

８番委員は着席してください。 

 

（８番委員着席） 

 

次に議案第１号２０番から２２番については、議事参与制限により、

関係者がいらっしゃいますので、個別案件ごとに質疑し、採決いたしま

す。 

２０番から２２番の関係者、５番委員の退席をお願いします。 

 

（５番委員退席） 

 

それでは、２０番から２２番について質疑に入ります。質疑のある方

は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。議案第１号２０番から２２番について、

原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第１号農用地利用集積計画（貸借）の意見決定

について、２０番から２２番については原案のとおり決定いたしました。
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委 員 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

５番委員は着席してください。 

 

（５番委員着席） 

 

 議案第２号 

 

次に、日程第４、議案第２号農地法第３条の規定による許可申請の処

分決定について議題に供します。 

１番から４番について説明をお願いします。 

まずは、１番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第２号農地法第３条の規定による許可申請の処分決定

についてご説明いたします。総会資料は、７ページでございます。今月

の申請件数につきましては、４件となっております。 

先般、各担当委員におきまして事前調査がなされ、現地調査報告書の

１ページから４ページに調査書がございますので、ご審議の参考として

下さい。 

それでは、１番につきましてご説明いたします。 

譲受人、船津在住の○○。譲渡人、船津在住の○○の贈与による所有

権移転です｡申請地の所在は、船津字王子原○○番○ 畑 ５４１㎡で

す。以上で１番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の１番に関連して、１４番委員に調査の結果並びに補

足説明をお願いします。 

 

１４番委員です。それでは、調査報告をいたします。平成３０年１月

１６日譲受人と事務局とともに現地でお会いし、聞き取りを行い、申請

地を調査いたしました。申請地は春花公民館の道路を隔てた向かい側の

位置です。春花の美農里会というむらづくり委員会を中心に、畑で畦を

保護する芝の苗を試作していて、それを譲受人も続けるということでし

た。機械も労働力もあり問題ないと思われます。 

当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、

許可相当と思われます。以上で報告を終わります。 

 

次の２番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、２番につきましてご説明いたします。 

譲受人、蒲生町上久徳在住の○○。譲渡人、蒲生町米丸在住の○○の

売買による所有権移転です｡申請地の所在は、蒲生町米丸字川原田○○番

田 １，１４４㎡です。以上で２番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の２番に関連して、１０番推進委員に調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 
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委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

１０番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。平成３０年

１月１４日譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地を調査いたしま

した。農作業の従事者は本人と奥さんの２人です。農機具は、トラクタ

ー、田植え機、ハーベスター、軽トラック等揃っています。また、申請

地は自作地の隣で、合わせると２７ａになりますので、非常に条件が良

いと思います。 

当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、

許可相当と思われます。以上で報告を終わります。 

 

次の３番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、３番につきましてご説明いたします。 

譲受人、蒲生町北在住の○○。譲渡人は、熊本県合志市在住の○○の

売買による所有権移転です｡申請地の所在は、蒲生町北字権坪○○番○

田 １，８２１㎡です。以上で３番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の３番に関連して、４番委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

４番委員です。それでは、調査報告をいたします。平成３０年１月１

２日に譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地を調査いたしました。

労働力、技術等あり、稲作の管理を夫婦で実施しております。経営面積

は現在２反３畝ですけれども、１反８畝購入で４反１畝となります。 

当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、

許可相当と思われます。以上で報告を終わります。 

 

次の４番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、４番につきましてご説明いたします。 

譲受人、東餅田在住の○○。譲渡人、東餅田在住の○○の売買による

所有権移転です｡申請地の所在は、東餅田字願成寺内○○番○ 畑 ５０

２㎡です。以上で４番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の４番に関連して、１番委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

１番委員です。それでは、調査報告をいたします。平成３０年１月１

６日事務局と譲受人宅を訪問し、代理人立会いの元で聞き取りを行い、

申請地を調査いたしました。申請地はこれまでも譲受人が借地して夫婦

で耕作されていることころです。現状も耕耘、整地されておりました。

農機具はトラクター、耕耘機等確認しました。 

当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、
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議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

許可相当と思われます。以上で報告を終わります。 

 

これより、議案第２号農地法第３条の規定による許可申請の処分決定

についての、１番から４番について一括して質疑に入ります。 

質疑のある方は挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それではお諮りいたします。 

議案第２号農地法第３条の規定による許可申請の処分決定についての

１番から４番については、農地法第３条第２項の各号に該当しないため

許可相当という意見ですが、原案のとおり許可することに賛成の方の挙

手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第２号農地法第３条の規定による許可申請の処

分決定についての１番から４番については、原案のとおり決定いたしま

した。 

 

議案第３号 

 

次に、日程第５、議案第３号農地法第４条の規定による許可申請の処

分決定について議題に供します。 

１番について事務局の説明を求めます。 

 

議案第３号農地法第４条の規定による許可申請の処分決定についてご

説明申し上げます。 

１番についてご説明申し上げます。 

   申請人は、東餅田在住の○○。土地の所在は、東餅田字野崎尻○○番

○ 畑 １５２㎡です。農地区分は、都市計画内の用途が第一種中高層

住居専用地域内にある農地ですので、第３種農地と判断されます。  

 転用目的は、通路です。申請理由は、通路として利用するためです。

資金は現在、通路として利用しているため不要です。土地改良区等はな

し。現在、通路として利用しているため始末書の添付があります。被害

防除計画書の添付があります。隣接地○○番○ 宅地と一体利用し、全

事業面積は１８３．２㎡です。追認案件のため県農業委員会ネットワー

ク機構への意見聴取案件となります。以上です。 

 

ただいまの説明の１番に関連して、１２番委員に調査の結果並びに補

足説明をお願いします。 

 

 １２番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第
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議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３種農地で問題なし。申請地の位置は、帖佐駅から南東に約２５０ｍの

位置です。被害防除の現況は、東が宅地、西が水路、南が通路、北が宅

地です。申請実現の確実性は、転用済のため確実であります。条件及び

特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基

準について調査の結果、県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取案

件とし、現地調査委員としましては許可意見であります。以上です。 

 

これより、議案第３号農地法第４条の規定による許可申請の処分決定

について、１番について質疑に入ります。 

質疑のある方は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。 

議案第３号農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について、

１番について、原案のとおり意見決定及び許可決定することに賛成の委

員は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第３号農地法第４条の規定による許可申請の処

分決定についての１番は、原案のとおり意見の決定及び許可が決定いた

しました。なお、県農業委員会ネットワーク機構の決議に該当する案件

については意見聴取いたします。 

 

議案第４号 

 

次に、日程第６、議案第４号農地法第５条の規定による許可申請の処

分決定について議題に供します。 

１番から２１番について説明をお願いします。 

まずは、１番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第４号農地法第５条の規定による許可申請の処分決定

についてご説明申し上げます。 

１番についてご説明申し上げます。 

譲受人、平松在住の○○。譲渡人、西餅田在住の○○。土地の所在は、

池島町○○番○ 畑 １９２㎡です。権利内容は、所有権移転です。農

地区分は、都市計画内の用途が第一種中高層住居専用地域内にある農地

ですので、第３種農地と判断されます。 

 転用目的は、一般住宅１棟の建築面積１２９．５９㎡です。申請理由

は、申請地を買受け、一般住宅を建築するためです。資金は融資で対応

し、土地改良区等はなし。以上です。 
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ただいまの説明に関連して、１１番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１１番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地で問題なし。申請地の位置は、重富中学校から北に約２００ｍ

の位置です。被害防除の現況は、東が宅地、西が宅地、南が市道、北が

宅地です。申請実現の確実性は、融資証明もあり確実であります。条件

及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一

般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見であり

ます。以上です。 

 

次の２番について事務局の説明を求めます。 

 

２番についてご説明申し上げます。 

譲受人、加治木町木田の株式会社○○代表取締役○○。譲渡人、東京

都在住の○○。土地の所在は、加治木町木田字西塩入○○番○ 田 ８

５５㎡です。権利内容は所有権移転です。農地区分は、都市計画内の用

途が工業地域内にある農地ですので、第３種農地と判断されます。 

転用目的は、駐車場と重機置場です。申請理由は、社員用の駐車場及

び重機置場を拡張するためです。資金は自己資金で対応し、土地改良区

の意見書の添付があります。被害防除計画書の添付があります。以上で

す。 

 

ただいまの説明に関連して、５番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

５番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、

第３種農地で問題なし。申請地の位置は、加音ホールから南東に約３５

０ｍの位置です。被害防除の現況は、東が雑種地、西が田、南が水路、

北が水路です。申請実現の確実性は、自己資金証明もあり確実でありま

す。条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立

地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意

見であります。以上です。 

 

次の３番について事務局の説明を求めます。 

 

３番についてご説明申し上げます。 

譲受人、加治木町の有限会社○○代表取締役○○。譲渡人、京都府乙

訓郡大山崎町在住の○○。土地の所在は、加治木町木田字西尾立○○番

○ 畑 ３１４㎡です。権利内容は所有権移転です。農地区分は、都市

計画内の用途が第一種中高層住居専用地域内にある農地ですので、第３

種農地と判断されます。 

 転用目的は、資材置場です。申請理由は、資材、廃材置場に適してい
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議 長 
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るためです。資金は自己資金で対応し、土地改良区の意見書の添付があ

ります。以上です。 
 

ただいまの説明に関連して、５番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

５番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、

第３種農地で問題なし。申請地の位置は、ひまわり保育園から東に約２

００ｍの位置です。被害防除の現況は、東が畑、西が宅地、南が市道、

北が宅地です。申請実現の確実性は、自己資金証明もあり確実でありま

す。条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立

地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意

見であります。以上です。 

 

次の４番について事務局の説明を求めます。 

 

４番についてご説明申し上げます。 

譲受人、西餅田在住の○○。譲渡人は２名で、西餅田在住の○○。土

地の所在は、西餅田字太良山野○○番○ 畑 ７７㎡です。譲渡人、兵

庫県尼崎市在住の○○。土地の所在は、西餅田字太良山野○○番○ 畑

２４８㎡です。権利内容は所有権移転です。農地区分は、都市計画内の

用途が第一種住居地域内にある農地ですので、第３種農地と判断されま

す。  

 転用目的は、駐車場です。申請理由は、月極駐車場用地として計画し

ていた土地が、姶良市に収用されることとなり、その対償地として、当

該地を取得し、月極駐車場として活用するためです。資金は自己資金で

対応し、土地改良区等の意見書は区域外のため不要です。被害防除計画

書の添付があります。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１４番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１４番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地で問題なし。申請地の位置は、桜島サービスエリアから南に約

２０ｍの位置です。被害防除の現況は、東が宅地、西が宅地、南が畑、

北が道路です。申請実現の確実性は、自己資金証明もあり確実でありま

す。条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立

地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意

見であります。以上です。 

 

次の５番について事務局の説明を求めます。 

 

５番についてご説明申し上げます。 
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委 員 

譲受人、西餅田在住の○○。譲渡人、鹿児島市在住の○○。土地の所

在は、西餅田字上長迫○○番○ 田 ４８㎡、○○番○ 田 １６０㎡、

合計２筆の２０８㎡です。権利内容は所有権移転です。農地区分は、都

市計画内の用途が準住居地域内にある農地ですので、第３種農地と判断

されます。 

転用目的は、駐車場です。申請理由は、平成３０年６月から開業予定

の姶良こどもクリニック職員の駐車場を建築するためです。資金は融資

で対応し、土地改良区の意見書の添付があります。被害除計画書の添付

があります。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１１番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１１番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地で問題なし。申請地の位置は、しまむら姶良店から東に約３０

ｍの位置です。被害防除の現況は、東が雑種地、西が国道、南が田、北

が転用地です。申請実現の確実性は、融資証明もあり確実であります。

条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及

び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見で

あります。以上です。 

 

次の６番について事務局の説明を求めます。 

 

６番についてご説明申し上げます。 

譲受人、姶良市の株式会社○○代表取締役○○。譲渡人、熊本県水俣

市在住の○○、他１名。土地の所在は、加治木町木田字弥勒○○番○ 田

４４９㎡です。権利内容は所有権移転です。農地区分は、都市計画内の

用途が第一種住居地域内にある農地ですので、第３種農地と判断されま

す。 

転用目的は、駐車場です。申請理由は、申請地は自社展示場に約１０

０ｍと近く交通の便が良いため、自社駐車場として造成したいためです。

資金は自己資金で対応し、土地改良区の意見書の添付があります。現地

調査の際にすでに造成がされていましたので、顛末書の添付があります。

被害防除計画書の添付があります。補足して申し上げますと平成３年８

月２６日付けで５条の許可を得て一般住宅を建築する予定でしたが、造

成のみした旨が顛末書に記載されています。違反転用ではありませんの

で県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取は必要ないと思われま

す。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１４番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１４番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第
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３種農地で問題なし。申請地の位置は、弥勒公民館から南に約１００ｍ

の位置です。被害防除の現況は、東が道路、西が宅地、南が畑、北が宅

地です。申請実現の確実性は、自己資金証明もあり確実であります。条

件及び特記事項は、先ほど事務局から説明があったとおり顛末書を提出

をすることです。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基

準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見であります。

以上です。 

 

次の７番について事務局の説明を求めます。 

 

７番についてご説明申し上げます。 

譲受人、姶良市の株式会社○○代表取締役○○。譲渡人、奈良市在住

の○○。土地の所在は、宮島町○○番○ 畑 ９８㎡です。権利内容は

所有権移転です。農地区分は、都市計画内の用途が第二種住居地域内に

ある農地ですので、第３種農地と判断されます。 

 転用目的は、宅地造成です。申請理由は、姶良市内の中心市街地で市

役所本庁も近く生活環境は揃っているので、古屋を解体撤去して宅地造

成２区画をするためです。資金は自己資金で対応し、土地改良区等の意

見書は区域外のため不要です。被害防除計画書の添付があります。隣接

地○○番○ 宅地 ３５４㎡と一体利用し、全事業面積は４５２㎡です。

以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、２番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

２番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、

第３種農地で問題なし。申請地の位置は、建昌小学校から西に約３００

ｍの位置です。被害防除の現況は、東が宅地、西が宅地、南が市道、北

が宅地です。申請実現の確実性は、自己資金証明もあり確実であります。

条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及

び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見で

あります。以上です。 

 

次の８番について事務局の説明を求めます。 

 

８番についてご説明申し上げます。 

譲受人、鹿児島市の○○株式会社代表取締役○○。譲渡人、三拾町在

住の○○。土地の所在は、三拾町字岩瀬戸○○番 畑 ３１１㎡です。

権利内容は所有権移転です。農地区分は、農地の広がりが１０ｈa未満で

すので、第２種農地と判断されます。 

 転用目的は、太陽光発電所です。申請理由は、太陽光発電所建設のた

めです。資金は自己資金で対応し、土地改良区等はなし。被害防除計画

書の添付があります。以上です。 
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ただいまの説明に関連して、１３番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１３番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

２種農地であるが、その他の農地に該当するため問題なし。申請地の位

置は、姶良西部森林組合から北東に約３５０ｍの位置です。被害防除の

現況は、東が山、西が雑種地、南が山、北が山です。申請実現の確実性

は、自己資金証明もあり確実であります。条件及び特記事項はなし。総

合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結

果、現地調査委員としましては許可意見であります。以上です。 

 

次の９番について事務局の説明を求めます。 

 

９番についてご説明申し上げます。 

譲受人、姶良市の○○株式会社代表取締役○○。譲渡人、加治木町日

木山在住の○○。土地の所在は、西餅田字中松原○○番○ 田 ９９１

㎡です。権利内容は所有権移転です。農地区分は、都市計画内の用途が

第一種中高層住居専用地域内にある農地ですので、第３種農地と判断さ

れます。 

転用目的は宅地造成です。申請理由は、申請地を取得して宅地分譲１

区画として利用するためです。資金は自己資金で対応し、土地改良区等

の意見書は区域外のため不要です。すでに埋め立てていますので始末書

の添付があります。被害防除計画書の添付があります。追認案件のため

県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取案件となります。以上です。

 

ただいまの説明に関連して、２番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

２番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、

第３種農地で問題なし。申請地の位置は、姶良駅から東に約４００ｍの

位置です。被害防除の現況は、東が宅地、西が雑種地、南が市道、北が

市道です。申請実現の確実性は、自己資金証明もあり確実であります。

条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及

び一般基準について調査の結果、県農業委員会ネットワーク機構への意

見聴取案件とし、現地調査委員としましては許可意見であります。以上

です。 

 

次の１０番について事務局の説明を求めます。 

 

１０番についてご説明申し上げます。 

譲受人、姶良市の○○株式会社代表取締役○○。譲渡人、平松在住の

○○。土地の所在は、平松字原口原○○番○ 畑 ４１６㎡です。権利
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内容は所有権移転です。農地区分は、都市計画内の用途が第一種住居地

域内にある農地ですので、第３種農地と判断されます。 

転用目的は宅地造成です。申請理由は、申請地を宅地分譲１区画とし

て利用するためです。資金は自己資金で対応し、土地改良区等の意見書

は区域外のため不要です。被害防除計画書の添付があります。以上です。

 

ただいまの説明に関連して、１１番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１１番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、

第３種農地で問題なし。申請地の位置は、県防災研修センターから北西

に約１５０ｍの位置です。被害防除の現況は、東が宅地、西が雑種地、

南が宅地、北が市道です。申請実現の確実性は、自己資金証明もあり確

実であります。条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許

可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としまし

ては許可意見であります。以上です。 

 

次の１１番について事務局の説明を求めます。 

 

１１番についてご説明申し上げます。 

譲受人、姶良市の○○株式会社代表取締役○○。譲渡人、松原町在住

の○○。土地の所在は、東餅田字野崎尻○○番○ 田 ８２４㎡、○○

番○ 畑 ５２㎡、合計２筆の８７６㎡です。権利内容は所有権移転で

す。農地区分は、都市計画内の用途が第一種中高層住居専用地域内にあ

る農地ですので、第３種農地と判断されます。 

転用目的は作業場、倉庫１棟の建築面積７８㎡です。申請理由は、申

請地を取得して作業場及び倉庫等に利用するためです。資金は自己資金

で対応し、土地改良区の意見書の添付があります。被害防除計画書の添

付があります。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１２番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１２番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地で問題なし。申請地の位置は、帖佐駅から南東に約２５０ｍの

位置です。被害防除の現況は、東が水路、西が宅地、南が宅地、北が宅

地です。申請実現の確実性は、自己資金証明もあり確実であります。条

件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び

一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見であ

ります。以上です。 

 

次の１２番について事務局の説明を求めます。 
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１２番についてご説明申し上げます。 

譲受人、姶良市の○○株式会社代表取締役○○。譲渡人は２名で、鹿

児島市在住の○○。土地の所在は、西餅田字百田○○番○ 田 １，０

４５㎡です。譲渡人、西餅田在住の○○。土地の所在は、西餅田字百田

○○番○ 田 ８８㎡です。権利内容は所有権移転です。農地区分は、

都市計画内の用途が第一種中高層住居専用地域内にある農地ですので、

第３種農地と判断されます。 

転用目的は宅地造成です。申請理由は、申請地を宅地分譲１区画とし

て利用するためです。資金は自己資金で対応し、土地改良区の意見書の

添付があります。被害防除計画書の添付があります。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１３番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１３番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地で問題なし。申請地の位置は、県立姶良高等技術専門学校から

東に約５０ｍの位置です。被害防除の現況は、東が田、西が農道、南が

宅地、北が宅地です。申請実現の確実性は、自己資金証明もあり確実で

あります。条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基

準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては

許可意見であります。以上です。 

 

次の１３番について事務局の説明を求めます。 

 

１３番についてご説明申し上げます。 

借人、東餅田在住の○○。貸人、東餅田在住の○○。土地の所在は、

東餅田字塩入○○番 田 ９０５の内３３８㎡です。権利内容は使用貸

借権の設定です。農地区分は、都市計画内の用途が第一種住居地域内に

ある農地ですので、第３種農地と判断されます。 

転用目的は貸家２棟の建築面積１３３．３２㎡です。申請理由は、申

請地を母から借受け、貸家を建築したいためです。資金は融資で対応し、

土地改良区等の意見書は区域外のため不要です。現地調査時にすでに造

成工事が始まっていましたので、現地調査委員より指摘のあった始末書

は提出されています。被害防除計画書の添付があります。追認のため県

農業委員会ネットワーク機構への意見聴取案件となります。以上です。

 

ただいまの説明に関連して、１２番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１２番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地で問題なし。申請地の位置は、帖佐駅から南東に約４５０ｍの

位置です。被害防除の現況は、東が田、西が宅地、南が転用地、北が市

道です。申請実現の確実性は、融資証明もあり確実であります。条件及
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

び特記事項はなし。事務局から説明がありましたとおり始末書の添付を

お願いしています。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般

基準について調査の結果、県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取

案件とし、現地調査委員としましては許可意見であります。以上です。

 

次の１４番について事務局の説明を求めます。 

 

１４番についてご説明申し上げます。 

借人、東餅田在住の○○。貸人、東餅田在住の○○。土地の所在は、

東餅田字塩入○○番 田 ９０５の内３２１㎡です。１３番の申請地の

南側です。権利内容は使用貸借権の設定です。農地区分は、都市計画内

の用途が第一種住居地域内にある農地ですので、第３種農地と判断され

ます。 

転用目的は一般住宅１棟１１０．５５㎡です。申請理由は、現在の住

まいが手狭になったため、母より土地を借受け、自家を建築するためで

す。資金は融資で対応し、土地改良区等の意見書は区域外のため不要で

す。現地調査委員より指摘のあった始末書は提出されています。被害防

除計画書の添付があります。追認のため県農業委員会ネットワーク機構

への意見聴取案件となります。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１２番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１２番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地で問題なし。申請地の位置は、帖佐駅から南東に約４５０ｍの

位置です。被害防除の現況は、東が田、西が宅地、南が畑、北が転用地

です。南は田になっていますが、畑として利用するということでした。

申請実現の確実性は、融資証明もあり確実であります。条件及び特記事

項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準につ

いて調査の結果、県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取案件とし、

現地調査委員としましては許可意見であります。以上です。 

 

次の１５番について事務局の説明を求めます。 

 

１５番についてご説明申し上げます。 

譲受人、平松の○○代表役員○○。譲渡人、平松在住の○○。土地の

所在は、平松字前畑○○番 田 ７１９㎡です。権利内容は所有権移転

です。農地区分は、都市計画内の用途が第二種住居地域内にある農地で

すので、第３種農地と判断されます。 

転用目的は駐車場です。申請理由は、当寺院に来院者の駐車場に利用

する計画にいたるためです。資金は融資で対応し、土地改良区の意見書

の添付があります。被害防除計画書の添付があります。以上です。 
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ただいまの説明に関連して、１１番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１１番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地で問題なし。申請地の位置は、姶良消防分遣所から北に約１０

０ｍの位置です。被害防除の現況は、東が里道、西が宅地、南が宅地と

水路、北が転用地です。申請実現の確実性は、融資証明もあり確実であ

ります。条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準

の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許

可意見であります。以上です。 

 

次の議案に入る前に休憩といたします。 

（休憩） 

 

時間になりましたので、議事を再開したいと思います。 

５番推進委員。 

 

先ほど現地調査報告をした現地調査報告書８ページの議案第４号の３

について、申請地の位置はひまわり保育園から約２０ｍの位置と報告し

ましたが、１００ｍの誤りでした。訂正をお願いします。 

 

それでは、次の１６番について事務局の説明を求めます。 

 

１６番についてご説明申し上げます。 

譲受人、大阪府大東市在住の○○。譲渡人、加治木町木田在住の○○。

土地の所在は、加治木町木田字岩下○○番○ 田 ３２９㎡、○○番○

田 ２２２㎡、合計２筆の５５１㎡です。権利内容は所有権移転です。

農地区分は、都市計画内の用途が近隣商業地域内にある農地ですので、

第３種農地と判断されます。 

転用目的は一般住宅２棟の建築面積１４４．３６㎡です。申請理由は、

鹿児島市へ永住する計画及び父親が居住する家屋も同時に建築するため

です。資金は融資で対応し、土地改良区の意見書の添付があります。被

害防除計画書の添付があります。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１４番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１４番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地で問題なし。申請地の位置は、コスモス加治木店の隣接地です。

被害防除の現況は、東が宅地、西が市の雑種地、南が田、北が市道です。

申請実現の確実性は、融資証明もあり確実であります。条件及び特記事

項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準につ

いて調査の結果、現地調査委員としましては許可意見であります。以上
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です。 

 

次の１７番について事務局の説明を求めます。 

 

１７番についてご説明申し上げます。 

譲受人、姶良市の株式会社○○代表取締役○○。譲渡人、兵庫県尼崎

市在住の○○、他１名。土地の所在は、東餅田字塩入○○番○ 田 ８

７４㎡です。権利内容は所有権移転です。農地区分は、都市計画内の用

途が第一種住居地域内にある農地ですので、第３種農地と判断されます。

転用目的は宅地造成です。申請理由は、申請地を宅地造成３区画に適

した場所であると判断したためです。資金は自己資金で対応し、土地改

良区等の意見書は区域外のため不要です。被害防除計画書の添付があり

ます。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、２番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

２番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、

第３種農地で問題なし。申請地の位置は、帖佐駅から南東に約６００ｍ

の位置です。被害防除の現況は、東が水路、西が市道、南が水路、北が

宅地です。申請実現の確実性は、自己資金証明もあり確実であります。

条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及

び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見で

あります。以上です。 

 

次の１８番について事務局の説明を求めます。 

 

１８番についてご説明申し上げます。 

譲受人、霧島市の有限会社○○代表取締役○○。譲渡人、大阪府三島

郡本町在住の○○。土地の所在は、加治木町日木山字干迫○○番○ 田

３２９㎡です。権利内容は所有権移転です。農地区分は、都市計画内の

用途が準工業地域内にある農地ですので、第３種農地と判断されます。

転用目的は宅地造成です。申請理由は、閑静な住宅街で加治木駅も近

く、宅地造成１区画するには最適地であるためです。資金は自己資金で

対応し、水利組合の意見書の添付があります。被害防除計画書の添付が

あります。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、５番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

５番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、

第３種農地で問題なし。申請地の位置は、加治木工業高校から東に約２

００ｍの位置です。被害防除の現況は、東が田、西が水路、南が市道、
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北が田です。申請実現の確実性は、自己資金証明もあり確実であります。

条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及

び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見で

あります。以上です。 

 

次の１９番について事務局の説明を求めます。 

 

１９番についてご説明申し上げます。 

譲受人、東餅田在住の○○。譲渡人、西餅田在住の○○、他３名。土

地の所在は、東餅田字願成寺○○番○ 畑 ３２㎡です。権利内容は所

有権移転です。農地区分は、都市計画内の用途が第一種住居地域内にあ

る農地ですので、第３種農地と判断されます。 

転用目的は通路です。申請理由は、自宅への通路が狭いので、拡張す

る計画であるためです。資金は自己資金で対応し、土地改良区等の意見

書は区域外のため不要です。被害防除計画書の添付があります。以上で

す。 

 

ただいまの説明に関連して、１４番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１４番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地で問題なし。申請地の位置は、ＪＡあいら姶良支店から東に約

２５０ｍの位置です。被害防除の現況は、東が墓地、西が通路、南が畑、

北が宅地です。申請実現の確実性は、自己資金証明もあり確実でありま

す。条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立

地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意

見であります。以上です。 

 

次の２０番について事務局の説明を求めます。 

 

２０番についてご説明申し上げます。 

譲受人、鹿児島市の○○株式会社代表取締役○○。譲渡人、東餅田在

住の○○。土地の所在は、西宮島町○○番○ 畑 ３２０㎡です。権利

内容は所有権移転です。農地区分は、都市計画内の用途が第一種中高層

住居専用地域内にある農地ですので、第３種農地と判断されます。 

転用目的は駐車場です。申請理由は、申請地の隣接地に支店を建設す

るのでお客様駐車場として利用するためです。資金は自己資金で対応し、

土地改良区等の意見書は区域外のため不要です。被害防除計画書の添付

があります。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、２番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 
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委 員 

 

議 長 

 

 

 

２番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、

第３種農地で問題なし。申請地の位置は、姶良小学校から東に約２００

ｍの位置です。被害防除の現況は、東が宅地、西が宅地、南が宅地、北

が市道です。申請実現の確実性は、自己資金証明もあり確実であります。

条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及

び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見で

あります。以上です。 

 

次の２１番について事務局の説明を求めます。 

 

２１番についてご説明申し上げます。 

譲受人、鹿児島市の○○株式会社代表取締役○○。譲渡人、平松在住

の○○。土地の所在は、三拾町字櫻木○○番 田 １８４㎡です。権利

内容は所有権移転です。農地区分は、農地の広がりが１０ｈa未満ですの

で、第２種農地と判断されます。 

転用目的は太陽光発電所です。申請理由は、太陽光発電所建設のため

です。資金は自己資金で対応し、土地改良区等はなし。先に造成してい

るため始末書の添付があります。追認のため県農業委員会ネットワーク

機構への意見聴取案件となります。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１３番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１３番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

２種農地であるが、その他の農地に該当するため問題なし。申請地の位

置は、姶良西部森林組合から北に約３００ｍの位置です。被害防除の現

況は、東が里道、西が雑種地、南が雑種地、北が雑種地です。申請実現

の確実性は、自己資金証明もあり確実であります。条件及び特記事項は

なし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準について

調査の結果、県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取案件とし、現

地調査委員としましては許可意見であります。以上です。 

 

調査員の皆さん、ご苦労様でした。 

これより、議案第４号農地法第５条の規定による許可申請の処分決定

について、１番から２１番までについて一括して質疑に入ります。質疑

のある方は挙手をお願いします。 

  

[質疑・意見なし] 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第４号農地法第５条の規定による許可申請の処分決定についての

１番から２１番までについて原案のとおり、意見決定及び許可すること

に賛成の方は挙手をお願いします。 
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[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第４号農地法第５条の規定による許可申請の処

分決定についての１番から２１番について、原案のとおり意見決定及び

許可が決定いたしました。なお、県農業委員会ネットワーク機構の決議

に該当する案件については意見聴取いたします。 

 

議案第５号 

 

次に、日程第７、議案第５号非農地証明願について議題に供します。

１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第５号非農地証明願についてご説明申し上げます。 

 １番についてご説明申し上げます。 

申請人、下名在住の○○。所有者も同一です。土地の所在は、下名字

一町田○○番○ 田 ４２９㎡です。農地区分は、農地の広がりが１０

ｈａ未満ですので、第２種農地と判断されます。変更年月日は平成５年

です。現況は宅地です。申請理由は平成５年の県道改良時に申請地に移

転したためです。以上です。 
 

ただいまの説明に関連して、１３番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１３番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

２種農地です。申請地の位置は、山田中学校から西に約１００ｍの位置

です。被害防除の現況は、東が道路、西が田、南が道路、北が田です。

非農地として認定するやむを得ない理由は、平成５年県道移転で鶴田公

民館として使用されており、やむを得ないものと認める。条件及び特記

事項はなし。総合意見としまして、現地調査委員としましては承認意見

であります。以上です。 

 

これより、議案第５号非農地証明願についての１番について質疑に入

ります。質疑のある方は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。議案第５号非農地証明願についての１番

について、原案のとおり承認することに賛成の委員は、挙手をお願いし

ます。 

 

[賛成多数] 
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賛成多数により、議案第５号非農地証明願についての１番については、

原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

議案第６号 

 

次に、日程第８、議案第６号農地あっせん申出（売渡・貸付希望）に

ついて議題に供します。 

１番から３番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第６号農地あっせん申出（売渡・貸付希望）について

ご説明いたします。総会資料は、１７ページでございます。今月の申請

につきましては、３件となっております。参考資料につきましては、９

１ページから９３ページになりますので、ご審議の参考として下さい。

それでは、１番をご説明いたします。内容につきましては、売渡です。

土地の所在が、加治木町木田字屋之上○○番○ 田 ８５８㎡です。申

請人は、鹿児島市在住の○○。譲渡希望価格は、農業委員会一任となっ

ています。 

続きまして、２番をご説明いたします。内容につきましては、売渡で

す。土地の所在が、加治木町辺川字大王○○番○ 田 ６７１㎡です。

申請人は、兵庫県在住の○○。譲渡希望価格は、農業委員会一任となっ

ています。なお、貸付も希望されており、その際の小作料は、無償でも

可とのことです。 

続きまして、３番をご説明いたします。内容につきましては、貸付で

す。土地の所在が、加治木町辺川字外宮田○○番○ 田 １，２８５㎡

です。申請人は、加治木町辺川在住の○○。希望期間及び小作料は、農

業委員会一任となっています。以上、議案第６号の説明を終わります。

 

これより、議案第６号１番から３番について一括して質疑に入ります。

質疑のある方は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。議案第６号農地あっせん申出（売渡・貸

付希望）についての１番から３番について、原案のとおり受理すること

に賛成の委員は、挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第６号農地あっせん申出(売渡・貸付希望) につ

いての１番から３番については、原案のとおり受理することに決定いた

しました。 

次に、ただいま承認された議案第６号のあっせん申出に係わる地区あ

っせん委員の選出について協議していただきます。 
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各地区それぞれの委員の中から選出していただきたいと思います。 

自薦他薦いずれでもよろしいです。 

 

「意見なし」 

  

いらっしゃらなければ、事務局案を読み上げます。 

 議案第６号 農地あっせん申出（売渡・貸付希望）についての、 

１番については、６番委員、６番推進委員、１６番委員、２番につい

ては、８番推進委員、１１番委員、５番推進委員、３番については、８

番推進委員にお願いしたいと思います。 

事務局案でよろしいでしょうか。 

 

「はい」 

 

それでは、担当になられた委員の方々は、よろしくお願いいたします。

 

 議案第７号 

 

次に、日程第９、議案第７号農地あっせん申出（借受希望）について

議題に供します。 

１番から２番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第７号農地あっせん申出（借受希望）についてご説明

いたします。総会資料は、１８ページでございます。今月の申請につき

ましては、２件となっております。参考資料につきましては、９４ペー

ジから９７ページになりますので、ご審議の参考として下さい。 

それでは、１番をご説明いたします。内容につきましては、借受です。

申請者は、蒲生町米丸在住の○○。希望地区は、蒲生町米丸。希望面積

は、１０，０００㎡の田で水稲を予定しています。希望期間は１０年。

希望小作料は１０ａ当たり○○円となっています。 
続きまして、２番をご説明いたします。内容につきましては、借受で

す。申請者は、船津在住の○○。希望地区は、寺師・船津・春花。希望

面積は、５，０００㎡の田畑で有機野菜を予定しています。希望期間は

５年以上。希望小作料は標準額。条件として排水が良い所を希望されて

います。以上、議案第７号の説明を終わります。 

 

これより、議案第７号１番から２番について一括して質疑に入ります。

質疑のある方は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。議案第７号農地あっせん申出（借受希望）

についての１番から２番について、原案のとおり受理することに賛成の
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委員は、挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第７号農地あっせん申出(借受希望) についての

１番から２番については、原案のとおり受理することに決定いたしまし

た。 

次に、ただいま承認された議案第７号のあっせん申出に係わる地区あ

っせん委員の選出について協議していただきます。 

各地区それぞれの委員の中から選出していただきたいと思います。 

自薦他薦いずれでもよろしいです。 

 

「意見なし」 

  

いらっしゃらなければ、事務局案を読み上げます。 

 議案第７号農地あっせん申出（借受希望）についての、１番について

は、１０番推進委員、２番委員、２番については、２番推進委員、１４

番委員にお願いしたいと思います。 

事務局案でよろしいでしょうか。 

 

「はい」 

 

それでは、担当になられた委員の方々は、よろしくお願いいたします。

 

議案第８号  

 

次に、日程第１０、議案第８号農地中間管理事業にかかる農用地利用

集積計画（賃借）の意見決定について議題に供します。 

事務局の説明を求めます 

 

それでは、議案第８号農地中間管理事業にかかる農用地利用集積計画

（貸借）の意見決定について、ご説明します。資料は、１９ページから

２１ページですので、審議の参考にしてください。 

 本案件につきましては、議案第１号の農用地利用集積計画（貸借）の

意見決定と同様ではございますが、農地中間管理事業により集積された

もので、借主が中間管理機構ですので別議案として上程いたします。 

 利用権を設定する者の氏名又は名称につきましては、２１ページに各

筆の明細が記載してありますのでご確認ください。なお、１６番から１

９番が１８番委員の関連する議案となっております。これにつきまして

は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定、議事参与の制限に基づ

き、議案の採決に参加できませんので、よろしくお願いします。 

１９ページをお開きください。利用権設定を受ける者の氏名又は名称

については、公益財団法人 鹿児島県地域振興公社 理事長 弓指 博
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昭です。募集期は、平成２９年Ⅵ期です。利用権設定開始日は、平成３

０年３月１日からとなります。今回の募集期は、本年の１２月中に公募

を行い、本市で配分計画案を作成した後に、機構が配分計画を策定した

もので、本市農業委員会の決定を受け、市が公告し、県が配分計画を公

告・認可することで効力が発生します。 

 今回、中間管理機構を借主として利用権の設定をしようとするものは、

全体で１９筆、農地面積は２２，５１５㎡です。設定する期間は、５年

が１筆、１０年が１８筆です。 

資料の２０ページをご覧ください。借換区分別の集計と集積率につい

てご説明します。 

今回の設定する地域は、船津地区、蒲生町の北地区、白男地区です。

まず、船津地区につきましては、借換区分は新規のみ、２筆の面積１，

６８６㎡です。権利別は賃貸借のみ、期間別は１０年のみとなっており

ます。 

続きまして蒲生町北地区につきましては、全体で８筆の面積１０,３

９６㎡です。借換区分は、新規が１筆の９３２㎡、権利別は賃貸借、期

間別は１０年のみとなっております。ＡｔｏＡ、いわゆる本人が機構に

貸し出して本人が借り入れするパターンが１筆の１，２６２㎡、権利別

は賃貸借、期間別は１０年のみとなっております。載せ換えが６筆の８，

２０２㎡、権利別は使用貸借が１筆の１，８３１㎡、賃貸借が５筆の６，

３７１㎡、期間別は全て１０年となっております。 

次に蒲生町白男地区につきましては、全体で９筆の面積１０，４３３

㎡です。借換区分は、新規が６筆の６，２２５㎡、権利別は賃貸借のみ、

期間別は５年が１筆の４００㎡、１０年が５筆の５，８２５㎡となって

おります。載せ換えが３筆の４，２０８㎡、権利別は賃貸借のみ、期間

別は１０年のみとなっております。 

地域集積の表をご覧ください。今年度本市が候補地区に指定し、重点

的に事業推進を行っている蒲生町北地区及び白男地区が記載されており

ます。なお、船津地区については、個別申請となっておりますので、集

積率には記載しておりません。ご了承ください。 

蒲生町北地区は、区域面積３５２，８４３㎡に対して今回の申請面積

が１０，３９６㎡となっており、集積率は２．９５パーセントとなって

おります。蒲生町白男地区は、区域面積３０２，７３３㎡に対して今回

の申請面積が１０，４３３㎡となっており、集積率は３．４５パーセン

トとなっております。以上で、議案第８号の説明を終わります。 

 

 それでは、１番から１５番について、一括して質疑に入ります。 ただ

今の事務局からの説明について、質疑のある方は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第８号農地中間管理事業にかかる農用地利用集積計画（貸借）の
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意見決定についての１番から１５番について、原案のとおり決定するこ

とに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

［賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第８号農地中間管理事業にかかる農用地利用集

積計画（貸借）の意見決定についての、１番から１５番については原案

のとおり決定いたしました。 

なお、議案第８号１６番から１９番については、議事参与制限により、

関係者がいらっしゃいますので、個別案件ごとに質疑し、採決いたしま

す。 

１６番から１９番の関係者、１８番委員の退席をお願いします。 

 

（１８番委員退席） 

 

それでは、１６番から１９番について質疑に入ります。質疑のある方

は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第８号１６番から１９番について、原案のとおり決定することに

賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

［賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第８号１６番から１９番については原案のとお

り決定いたしました。 

１８番委員は着席してください。 

 

（１８番委員着席） 

 

議案第９号  

 

 次に、日程第１１、議案第９号農地の利用状況調査に係る非農地決

定について議題に供します。事務局の説明を求めます。 

 

 それでは、議案第９号地の利用状況調査に係る非農地決定についてご

説明いたします。資料は２２ページから３０ページとなりますので審議

の参考にしてください。本案件につきましては、本市技連会職員及び農

業委員会両委員の皆様方が７月から８月にかけて実施した農地の利用状

況調査の判定でＢ分類とした農地を再度１２月に農業委員会委員の皆様

方に非農地判断をしていただきましたが、再調査においても非農地と判
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議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

断された農地について、非農地の決定を受けようとするものです。それ

では、資料の２２ページをご覧ください。非農地決定集計表についてご

説明いたします。今回、非農地として決定を受けようとするものについ

ては、市全体で２００筆の面積１６１，８１６㎡です。内農振農用地は

５０筆の５４，４７６㎡です。地区ごとの内訳といたしましては、姶良

地区の全体が６２筆の４８，３８５㎡、内農振農用地が６筆の８，６９

５㎡です。加治木地区の全体が８９筆の７８，７７８㎡、内農振農用地

が４１筆の４０，５７９㎡です。蒲生地区の全体が４９筆の３４，６５

３㎡、内農振農用地が３筆の５，２０２㎡です。なお、区分の田畑の内

訳につきましてはお目通しの上、ご確認をお願いします。 

続きまして、資料の２３ページをご覧ください。対象農地の所在地、

登記地目、登記面積、登記名義人の氏名及び住所、農振農用地の区分、

調査時の現況について、各筆の情報を本ページから３０ページにわたり

記してありますのでご確認をいただきたいと思います。なお、登記名義

人の住所欄が空白の方がおられますが、すでに死亡され相続もなされず、

未相続農地となっている農地ということでご理解をいただきたいと思い

ます。農用地欄につきまして、空白と農振外は農振農用地外の農地です。

農用地（田）（畑）等と農用地が記している場合は農振農用地の農地とな

ります。調査現況につきましては、１２月の調査時の現況が記載してご

ざいます。以上で、議案第８号の説明を終わります。 

 

事務局の説明が終わりました。議案第９号について質疑に入ります。

質疑のある方は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。 

議案第９号農地の利用状況調査に係る非農地決定について、原案のと

おり受理することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第９号農地の利用状況調査に係る非農地決定につ

いては、原案のとおり決定いたしました。 

 

農地あっせんの経過報告 

 

次に、日程第１２、農地あっせんの経過報告について、進展がありま

したら報告をお願いします。 

まず、事務局からの報告をお願いします。 

 

それでは、農地あっせんの経過報告をいたします。資料の２ページを

ご覧ください。 
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２１番につきましては、売渡としての申請から５年以上経過しており

ましたので、先般期間満了に伴う通知を出しております。こちらにつき

ましては、期間満了で終了となります。以上で報告を終わります。 

 

あっせん委員から、何か報告等ございませんか。 

８番委員。 

 

８番委員です。３５番の○○さんは、今日の４ページの１２番で利用

権設定がされています。 

 

事務局。 

 

ありがとうございます。こちらのほうは、今回で終了ということにさ

せていただきます。 

 

他にございませんか。 

 それでは、この案件は報告ですので、これで終わります。 

 

農用地利用集積計画合意解約 

 

次に、日程第１３、農用地利用集積計画の合意解約報告について、事

務局の説明を求めます。 

 

それでは、農用地利用集積計画（貸借）の合意解約報告をいたします。

１月は、１５件が提出されております。 

内容につきましては、別紙、合意解約（１月分）をのちほどご確認く

ださい。こちらにつきましては、議決不要案件となっておりますのでご

理解よろしくお願いいたします。以上で報告を終わります。 

 

ただ今の事務局説明について、発言のある方は、挙手をお願いします。

 １０番推進委員。 

 

 １０番推進委員です。３ページの１３、１４番について、事務局に伺

います。○○さんが耕作不便のために解約されていますけれども、現状

はまだ稲がある状態で、昨年コンバインを大型化し、入らないという理

由でそのままの状態になっています。解約する場合には条件があるので

はないかと思います。まだ不勉強なので教えていただきたい。 

 

 事務局。 

 

 今のご質問でございますが、合意解約につきましては、原状回復をし

て返すこととなっております。現地を確認して、原状回復されていない

ようでしたら、○○さんにこちらから指導をさせていただきたいと思い



 

30 
 

 

 

議 長 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

ます。以上です。 

 

 ５番委員。 

 

 ５番委員です。１０番推進委員から話がありましたけれど、元々農業

委員をされていた方でよくわかっていらっしゃると思います。先ほどこ

の地区にあっせん（借受）がでていましたが、果たしてこの田をあっせ

んしてよいか非常に迷うところです。こういう場合はどうしたらいいの

でしょうか。 

 借りられていた○○さんは大型の機械を買ったものですから、田植え

はされて刈っていないという状況です。昨年は他の人にお願いされて刈

っていました。こういう場所を新しい方にあっせんしてよいのか。１０

番推進委員と話をしたのですが、他の委員の意見を聞きたいです。 

 

 ９番委員。 

 

 ９番委員です。○○さんは元農業委員で仲間ですのでよくわかってい

らっしゃると思います。やはり自分から進んで借り受けられたわけです

から、原状回復して返されて、その後にあっせんをするというのが筋道

でないかなと思います。いかがでしょうか。 

 

 １２番委員。 

 

 １２番委員です。合意解約がでてくる時点で、一度、事務局で審査を

する必要があると思います。 

  

 事務局。 

 

 現在のところは、合意解約がでた時点で確認はしていないです。今後

必要であれば、確認をします。 

 

 こういう案件が、今後増え続ける確立が高いか低いかはわかりません

が、書面の合意解約だけでいいのかという１２番委員からのご意見です。

他の委員の方はどう思われますか。書類がでてきたら事務局で確認をす

る、あるいは委員の皆さんが当番制で月１回確認をする等ご意見をいた

だきたいと思います。 

 ８番委員。 

 

 ８番委員です。事務局も大変だろうと思います。農業委員と推進委員

がいるわけですから、申請がでた時点で申請地に近い委員に確認をして

もらうというような方法はいかがでしょうか。それと、担当地区でない

ので、この農地は圃場整備をされているあたりの農地ですか。 
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 事務局。 

 

 圃場整備をした田です。 

 

 それだったら耕作不便というのはあたらないのではないですか。 

 

 この合意解約の理由は、申請書に記載された内容を載せています。そ

のため、ご本人が書かれた理由になります。 

 

 ９番推進委員。 

 

 ９番推進委員です。この件に関わらず、合意解約はよくあることかも

しれませんが、最初の契約の８割くらいは耕作をするように心がけてほ

しいと思います。私が田を１１町くらい耕作していますが、２０枚近く

はへる田です。コンバインが１度に３回くらいはまってしまって、パワ

ーショベルで引っ張ってもらうこともあります。もうその田も６年作っ

ています。簡単に解約するのではなくて、頑張って作ってほしい。農業

委員会からも耕作者に理解を求めたほうがいいのではないかと思いま

す。 

 

 １５番委員。 

 

 １５番委員です。あっせんについて、地域柄もあると思う。中山間地

域ですと、合意解約をするときには次に作る人をみつけないといけない。

北山まできて作ってくれる人はなかなかいない。合意解約がでた時は、

私は必ず見にいって、前例もありますけれども、畦が壊れていたもので

すから、原状復旧をしてもらいました。その上で次の人にあっせんしな

いと作り手はいないものですから。合意解約がでた場合は、担当地域の

農業委員や推進委員が行って、注意したほうがいいと思います。そこを

把握していないと、後の作り手がみつけにくいです。先ほど９番推進委

員が言われた、へるという情報も把握できていれば、後から作り手に苦

情を言われるより、先にへるということを言える。そのための委員じゃ

ないかなと思っています。よろしくお願いします。 

 

 １６番委員。 

 

 事務局に申請があった場合に、貸人、借人両者の合意の有無は確認を

されるのですか。 

 

 事務局。 

 

 合意解約書には、両者の印が必要です。それをもって両者の合意によ

って解約されたと認めています。 
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 今回のケースでは、今の状況を認められたということですか。 

 

 合意解約については、認めています。ただし、原状回復をして返すの

が基本ですので、指導していきます。 

 

 通常はそれでいいと思うのですが、今回は元農業委員というのが入っ

てくると思うのですが。 

 

 元農業委員ということで、原状回復をして返すのはご存知だと思いま

すが、事情は話を聞かないとわからないです。事情をお聞きして、指導

をするしかないと思います。 

 

 ９番推進委員。 

  

 ９番推進委員です。今の件に付随すると思うのですが、悪い田は返す

が、面積は減らしたくないのでまた借りたいという場合もあると思う。

例えば中間管理機構を通した場合に、本当に作りたい人に貸してほしい。

 

 ９番委員。 

 

 ９番委員です。私も同意見です。悪い田は返して、いい田は借りたい

というのはあまり身勝手だと思う。あまり身勝手なことは農業委員会と

して許してはいけないと思います。 

  

 １２番委員。 

 

 １２番委員です。○○さんの合意解約は中間管理機構とは別問題です。

原状回復をなさっていないから問題となっている。これをどうするかを

議論しないと。全く違う方向にいっているような気がいます。この問題

についてはです。 

 

 ７番委員。 

 

 ７番委員です。最初言われた○○さんの件については、先ほど８番委

員が言われたとおり農業委員、推進委員で確認をして、その上でよいと

するかしないか統一した見解をここで作ればいいと思います。どうでし

ょうか。 

 

 事務局。 

 

 ７番委員からありましたとおり、確認していただけるならありがたい

です。その後のスムーズな移動で農地を守れるのではないかと思います。
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 それでは、ただ今でてまいりましたとおり、合意解約の場合は、その

地区の農業委員、推進委員で確認をするということについて、賛成の方

は挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

 事務局よろしいですか。 

 

 来月から合意解約がでたときには、地区の担当委員に連絡をさせてい

ただいて確認をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

 

 他にございませんか。 

 ６番委員。 

  

 ６番委員です。今あっせんのことで議論がされていましたが、付け加

えて私が懸念している問題もあるようです。１６番ですが、この貸人は

身内です。貸人が４、５年前から悩んでいるのが、親の農機具はあるが

農業をしたことがない。作る人を探してと頼まれる。今回の分は、農地

の一部なので、これからまだまだ増えてくると思う。世代交代で農業を

したことのない子の世代になってきている。 

 

 他にございませんか。 

  

「質問・意見なし」 

 

それでは、この案件は報告ですので、これで終わります。 

 

その他 

 

それでは日程１４、その他でございますが、委員の方から何かござい

ませんか。 

 

○和解仲介について事務局からの説明、担当委員からの報告 

 

本当にご苦労様でした。 

他にございませんか。 

９番委員。 

 

○木津志での基盤整備事業説明会について、事務局へのお礼 

 

２番推進委員。 
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事務局、委員 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

○住吉の基盤整備事業の状況について説明 

 

１２番委員。 

 

○あっせんをした農地の賃借料未納への対応についての質疑 

 

８番推進委員。 

 

○今後の合意解約の流れについて質疑 

 

５番委員。 

 

○地区別意見交換会の開催について提案と了承 

 

他にございませんか。 

それでは、以上で、本日の議案の審議ならびに、報告事項はすべて終

了いたしました。 

事務局から何かありますか。 

 

○下限面積検討委員会について説明と委員長からの報告 

○違反転用の状況について説明 

○農業新聞の加入推進についてお願い 

○活動記録簿の記入について説明 

 

他にございませんか。 

それでは以上をもちまして、平成２９年度第１０回姶良市農業委員会

総会を閉会いたします。 

 

〔閉会〕 

 

 姿勢を正してください。 

 

一同礼。  
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